
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

す
ず
む
ら
眼
科

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
二
丁
目
六
番
地
の
五

安
田
内
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

岩
沼
市
大
手
町
八
︱
一
一

登
米
市
立
上
沼
診
療
所

令
和
八
年
四
月
一
日

登
米
市
中
田
町
上
沼
字
新
寺
山
下
五
九
︱
一

や
ま
と
在
宅
診
療
所
登
米

令
和
八
年
四
月
一
日

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
元
丁
七
二
番
地

仙
台
リ
ハ
ビ
リ
テ
︱
シ
ョ
ン
病
院

令
和
八
年
四
月
一
日

富
谷
市
成
田
一
︱
三
︱
一

富
谷
フ
ァ
ミ
リ
︱
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

富
谷
市
上
桜
木
二
︱
三
︱
六

山
本
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

伊
具
郡
丸
森
町
町
西
　
六
二
︱
一

松
村
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
十
六
日

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
道
合
三
七
番
地

八 
 
 
三 
 
 
三
十
一 



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

医
療
法
人
よ
し
む
ら
皮
フ
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
国
見
ケ
丘
　
一
︱
三
︱
七

一
番
町
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
　
二
︱
四
︱
一
九
シ
リ
ウ
ス

・
一
番
町
三
Ｆ

医
療
法
人
社
団
ぶ
な
の
森
　
柏
木
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
柏
木
二
︱
六
︱
二

大
橋
記
念
薬
師
堂
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

仙
台
市
若
林
区
木
ノ
下
三
丁
目
一
六
番
二
一
号
薬
師

堂
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｒ
Ａ
ビ
ル
　
二
階

な
い
と
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台
三
︱
三
〇
︱
三
〇

高
森
こ
う
い
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
泉
区
野
村
字
筒
岫
屋
敷
一
八
︱
二

泉
中
央
心
療
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
三
︱
二
九
︱
七
ウ
イ
ン
グ
二
一

ビ
ル
三
Ｆ



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

さ
く
ら
町
歯
科

令
和
八
年
四
月
一
日

石
巻
市
さ
く
ら
町
五
丁
目
七
︱
一

い
け
だ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
一
丁
目
二
番
地
の
二
二

竹
内
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

角
田
市
角
田
字
田
町
　
七
三
︱
三

太
宰
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
六
日
町
　
四
一

し
ゅ
う
フ
ァ
ミ
リ
︱
歯
科

令
和
八
年
四
月
一
日

富
谷
市
日
吉
台
一
丁
目
二
一
︱
一
一

歯
科
ヒ
ラ
イ

令
和
八
年
四
月
一
日

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東
二
丁
目
八
︱
二
二

上
杉
サ
ダ
デ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ
ス

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
︱
五
︱
二
一
マ
リ
ビ
ル
二
Ｆ

郷
家
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
愛
子
中
央
　
六
︱
三
︱
三
〇
︱
一
〇

二

八 
 
 
三 
 
 
三
十
一 



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

勾
当
台
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
︱
一
六
︱
一
五
︱
二
階

や
ま
も
と
歯
科

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
台
原
一
︱
二
︱
五

つ
つ
じ
が
お
か
歯
科
・
矯
正
歯
科

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
　
三
︱
一
一
︱
一
三

あ
わ
の
歯
科

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
三
︱
一
七
︱
一

な
っ
ち
ゃ
ん
デ
ン
タ
ル

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
九
︱
一
二
　
二
Ｆ

向
陽
台
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
泉
区
向
陽
台
四
︱
二
︱
四



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

仙
台
調
剤
薬
局
気
仙
沼
店

令
和
八
年
四
月
一
日

気
仙
沼
市
松
崎
萱
一
二
一
︱
一

あ
さ
ひ
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

白
石
市
旭
町
　
三
︱
二
︱
一

し
ろ
い
し
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

白
石
市
沢
端
町
二
番
三
九
号

ア
イ
ン
薬
局
名
取
増
田
店

令
和
八
年
四
月
一
日

名
取
市
増
田
字
柳
田
二
一
〇
︱
一

あ
い
あ
い
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

岩
沼
市
中
央
二
︱
四
︱
三

日
本
調
剤
佐
沼
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
三
九
︱
一

仙
台
調
剤
薬
局
佐
沼
店

令
和
八
年
四
月
一
日

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
三
五
︱
二

佐
沼
調
剤
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
五
︱
二
三

八 
 
 
三 
 
 
三
十
一 



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

ま
つ
い
調
剤
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

登
米
市
迫
町
佐
沼
天
神
前
八
一
︱
四

プ
ロ
テ
ア
薬
局
た
い
と
み
店

令
和
八
年
四
月
一
日

富
谷
市
日
吉
台
二
丁
目
三
四
︱
二
︱
二

フ
レ
ン
ド
薬
局
吉
田

令
和
八
年
四
月
一
日

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
松
崎
　
六
七

ア
イ
ン
薬
局
　
亘
理
店

令
和
八
年
四
月
一
日

亘
理
郡
亘
理
町
字
上
茨
田
四
︱
九

ア
イ
ン
薬
局
　
亘
理
山
元
店

令
和
八
年
四
月
一
日

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
合
戦
原
一
一
一
︱
二

古
川
調
剤
薬
局
宮
崎
店

令
和
八
年
四
月
一
日

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
屋
敷
五
番
一
六
︱
五

日
本
調
剤
台
原
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
台
原
　
一
︱
一
〇
︱
一
三

ひ
か
り
薬
局
台
原

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
台
原
　
一
︱
一
〇
︱
一
一

仙
台
調
剤
台
原
店

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
台
原
　
一
︱
一
〇
︱
一
一

東
勝
山
調
剤
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
東
勝
山
三
丁
目
四
︱
七



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

日
本
調
剤
高
砂
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
高
砂
　
二
︱
六
︱
一
九

ひ
か
り
薬
局
福
室

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
高
砂
　
二
︱
六
︱
二
一

も
り
と
う
み
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
東
一
丁
目
九
︱
三

れ
も
ん
薬
局

令
和
八
年
四
月
二
十
五
日

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ケ
谷
字
本
山
七
︱
二
四

く
す
の
き
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
若
林
区
蒲
町
　
二
七
︱
八

ミ
ン
ト
調
剤
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
一
︱
七
︱
二
九

小
泉
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
長
町
　
一
︱
六
︱
三

宮
城
調
剤
薬
局
鈎
取
店

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
　
一
︱
五
︱
一

ま
つ
ざ
わ
薬
局
　
西
の
平
店

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
西
の
平
一
︱
二
五
︱
二
八

ア
イ
ン
薬
局
　
太
白
富
沢
店

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
富
沢
南
二
丁
目
一
七
︱
一
九



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

ア
イ
ン
薬
局
　
太
白
山
田
店

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
山
田
新
町
七
六
︱
一

ひ
か
り
薬
局
中
田

令
和
八
年
四
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
東
中
田
一
丁
目
一
八
︱
二
九




